
2009.07.10 
日本赤十字社血液事業本部 

11 
 

② 血液事業統一システム改修の可能性 
血液事業統一システムの改修は可能であるが、対象プログラムの改修に要す

る範囲・難易度の調査、費用及び改修期間の算出は改修要件概要に基づきシス

テム開発業者が実施する。この調査・算出には、およそ 1.5 ヵ月程度を要し、

その後に契約に基づいた実際の改修作業（開発・テスト）の期間が加わるため、

今秋までの改修完了は事実上不可能である。 
本件の対象プログラムの改修範囲が、上記①に記した問診票に係るシステム

の改修と重複すると思われることから、以下のとおり改修時期の検討が必要で

ある。 
 

a. 献血制限緩和に関するシステム改修を優先する 
上記①のリスクは、問診票改訂に係るシステム改修まで解消しない。 

b. 問診票改訂に係る改修作業と並行して行う 
上記①のリスクは解消するが、問診票改訂時期が想定より延びる。 

c. 問診票改訂に係る改修作業を優先する 
問診票改訂完了後の作業着手となるため、本件のシステム改修にさらに期

間を要する。 
* a.b.c.は、献血制限緩和運用開始可能時期の早い順とした。 

* 上記の改修期間等については現在調査中である。 
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5. その他 
 

  新型インフルエンザの蔓延時等における献血者の確保については、PC 献血および

全血献血の優先的な確保に伴い、PPP 献血の減少による新鮮凍結血漿（FFP5）およ

び原料血漿確保量の低下が予想され、貯留保管期間（6 ヶ月）後の出荷時に影響を及

ぼすことにも留意する必要がある。 
 
 
6. まとめ 
 

献血者確保対策については、国や地方公共団体等との協力のもと、必要な献血者数

を確保する可能な対策を取ることと、医療機関における輸血用血液使用量の削減等の

対策が必要不可欠である。 
また、海外滞在歴による献血制限の緩和（全ての輸血用血液を対象）については、

新型インフルエンザの蔓延時等において一定の有用性はあるものと考えられる。その

場合は、献血者の基準外採血のリクスを回避するために血液事業統一システムの仕様

変更が必要となる。 
  なお、今般の新型インフルエンザの蔓延時等における献血量の確保については、血

液事業運営委員会で承認された内容について、「血液事業における新型インフルエン

ザ対策ガイドライン」（日本赤十字社）に反映させるものである。 




